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企業主導型保育事業における「従業員枠・ 

地域枠」に関する確認事項（令和３年度版） 

２ ０２１年 ４月２７ 日 

公益財団法人児童育成協会 

お  知  ら  せ  

 

はじめに 

①事業実施者は、次の区分ごとに応じて、施設の利用定員を定めるものとする。 

 なお、事業実施者は、利用定員を超えて保育の提供を行ってはならない。 

 ア 従業員枠 

  ａ 自社従業員枠事業実施者に雇用されている者の監護する児童 

  ｂ 共同利用枠事業実施者と連携した企業（４．（２）により、施設の定員の 

    全部又は一部を利用する契約を締結した企業をいう。）に雇用されている 

    者の監護する児童 

 イ 地域枠  

  ア以外の児童（施設の利用定員の50％以内。）  

 

②事業実施者（保育事業者型事業の事業実施者を除く。）は、施設の利用定員の 

 １割（小数点以下切り上げ。以下同じ。）以上を自社従業員枠の定員として 

 設けなければならない。  

利用定員については、「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」において、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と規定しています。 

企業主導型保育事業において、助成対象となる保育施設（企業主導型保育施設）は、主に 

設置者である法人の従業員が利用することを前提としていますが、設置者と「共同利用契 

約」を締結することで、同様に「従業員枠」とすることが可能です。 

また、定員の５０％以内であれば「地域枠」の利用が可能になります。さらに、一定の条 

件のもと、「地域枠の５０％の上限を超えた受入れ（弾力措置）」が可能です。 

 

この「お知らせ」では、「従業員枠と地域枠の考え方」「自社従業員の定員設定」「地域 

枠の弾力措置」についてまとめて説明をいたします。 

内容をご確認の上、実施要綱等に沿った適切な保育運営をお願いします。 
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・⼀般事業主  「⼦ども・⼦育て拠出⾦」の納付を⾏うべき事業者を指します。例えば、「厚⽣年 

          ⾦」の適⽤事業所や「私学共済」納付事業者等であって、国及び地⽅公共団体を除き 

          ます。 

・保育事業者  「保育を実施する者」としており、上記「⼀般事業者」と異なり、個⼈事業主を含み 

          ます。また仮に上記「⼀般事業主」に該当している場合であっても、主に他社従業員 

          の児童の預かりのために施設運営を⾏い（共同利⽤契約が必要）、かつ、施設運営実 

          績が５年以上の場合は、「保育事業者」として申請可能です。 

 【地域枠】 

  上記「従業員枠」に該当しない児童は「地域枠の預かり児童」として受け⼊れます。地域枠の受⼊れを 

  ⾏うか否かは、施設ごとに定めることが可能です。また、地域枠の定員も施設定員の５０％の範囲内で 

  施設ごとに設定可能です。 

 なお、「地域枠」という名称は、⼀定の⼟地の範囲を意味するものではなく、「地域住⺠の児童の預か 

  りも可能である」というメリットを意味する名称であり、特定の地域に居住する児童しか使⽤できな 

  い、という居住範囲の制限はありません。 

 【従業員枠】 

  以下のいずれかの児童を預かる場合、その児童は「従業員枠の預かり児童」となります。 

  ・⾃社従業員枠  企業主導型保育施設の設置者の従業員の児童 

            または、設置者と「共同設置」を⾏った企業の従業員の児童 

 

 

 

  ・共同利⽤枠   企業主導型保育施設の設置者と共同利⽤契約を締結した企業の従業員の児童 

※「設置者・共同設置者」以外は（グループ会社であっても）対象外です。 

※上記企業に派遣されている職員や業務委託先の職員は対象外です。 

※共同利⽤契約を締結できる企業数に上限はありませんが、既に契約を締結 

 している他の企業の利⽤が阻害されることの無いようご注意ください。 

 

用語の整理 
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利⽤定員について 

 

従業員枠と地域枠 

「従業員枠」と「地域枠」の考え方は、「企業主導型保育事業助成要領」第１の１の 

（１）（２）（３）のいずれに該当するかによって異なります。 

 

◆「（１）平成２８年４月１日以降において新たに開始されるもの」の場合 

 

【図１】の場合、定員のすべてが助成対象となるので、上図のような整理となります。 

また、（２）（３）については、以下のような整理となります。 

 

◆「（２）平成２８年３月３１日以前から事業所内保育施設を実施している者が、平成２ 

 ８年４月１日以降に定員を増やして行う」場合 

 

従業員枠 地域枠 

施設の利⽤定員の５０％以内 ⾃社 

従業員枠 

共同利⽤枠 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

【図１】 

定員 

平成２８年度 

以前の定員 

助成対象範囲 

従業員枠 地域枠 

助成対象範囲の 
５０％以内 

⾃社 
従業員枠 

共同利⽤枠 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

【図２】 

助成対象範囲＝定員 
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「平成２８年４月１日以降に増加した定員部分に限る。」の記載がありますので、平成２ 

８年度以前の定員部分は助成対象外です。助成対象部分は【図２】オレンジ枠内のみとな 

ります。助成対象範囲内において、実施要綱に従い、「従業員枠」「地域枠」を設ける必 

要があります。 

 

 

 

 

◆「（３）事業所内保育施設の定員に余裕がある場合に、当該余裕部分を活用し、児童の 

 受入れを行う」場合 

「事業所内保育施設の設置事業主が雇用する労働者の監護する児童を除く。」の記載があ 

りますので、自社従業員は助成の対象外です。助成対象部分は【図３】オレンジ枠内のみ 

となります。助成対象範囲内において、実施要綱に従い、「従業員枠」「地域枠」を設け 

る必要があります。 

また、「平成２８年３月３１日以前に設置事業主が雇用する労働者の監護する児童以外の 

児童の受け入れを行っていない施設に限る。」の記載がありますので、平成２８年度以前 

に当該施設において自社従業員以外（グループ会社等を含む）の預かりを行っていた場合 

は、実施要綱に適合しないため、「企業主導型保育事業助成要領」第１の１の（３）とし 

ての助成は行えません。 

平成２８年度以前の利⽤定員 

助成対象範囲 

地域枠 

助成対象範囲の 
５０％以内 

⾃社 

従業員枠 

共同利⽤枠 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 

【図３】 
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利⽤定員について 

 

自社従業員の定員設定 

「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」において、 

と規定しています。 

「一般事業主が、その雇用する労働者の監護する乳児若しくは幼児及びその他の乳児若し 

くは幼児を保育するために自ら設置する事業所内保育施設において、当該乳児又は幼児に 

対し、保育を行う事業」の場合、定員の１割を「自社従業員」のための枠とする必要があ 

ります。例えば、３ページの【図１】の場合、以下の部分が「１割以上の自社従業員 

枠」とする必要があります。 

「施設の利用定員」とは「自治体及び協会に届け出している定員」を指します。「企業主 

導型保育事業助成要領」第１の１の（２）および（３）についても、上記の例と同様、自 

社従業員枠は「（助成範囲外を含めた）定員」の「１割以上」を確保する必要がありま 

す。施設の利用定員のすべてを自社従業員の枠とすることも可能です。 

 

なお、保育事業者型事業の事業実施者の場合は、元々「自社従業員」の利用を想定してお 

りませんので、「自社従業員の定員」の設定は不要です。 

事業実施者（保育事業者型事業の事業実施者を除く。）は、施設の利用定員の１割

（小数点以下切り上げ。以下同じ。）以上を自社従業員枠の定員として設けなければ

ならない。   

 【図１-2】 

定員の１割以上の枠を確保する必要があります。仮に一時的に自社従業員の児童が

「０人」であったとしても、その部分は、他の従業員枠に使用することはできませ

ん。 

従業員枠 地域枠 

施設の利⽤定員の５０％以内 ⾃社 

従業員枠 

共同利⽤枠 

Ａ社 Ｂ社 Ｃ社 



 

6 

利⽤定員について 

 

弾力措置の考え方 

 「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」において、施設の利用定員のうち、「地域 

枠」の児童は「施設の利用定員の５０％以内」とされておりますが、以下のように一部 

例外があります。 

この「地域枠の５０％の上限を超えた受入れ」のことを「弾力措置」と呼んでいます。 

従業員枠に空き定員がある場合は、以下のアからウまでの全ての要件を満たす場合に

限り、施設の利用定員の50％を超過して①ア（※従業員枠）以外の児童を受け入れる

ことができるものとする。 

 ア 児童福祉法第24条第３項に基づく市区町村の利用調整の結果、入所保留の通知 

   を受けた児童の受入れであること 

 イ 原則として、従業員枠の当該年度中における空き定員を活用した一時的なもの 

   であること 

 ウ 施設の利用定員の全てを地域枠対象者としないこと   

弾⼒措置を⾏う際の要件 

地域枠の児童が、定員枠の５０％を超えている場合に… 

① 弾⼒措置として預かる児童に対して「⼊所保留通知」が発⾏されていること 

② 定員のすべてを「地域枠（弾⼒措置含む）」としていないこと 

③ 預かりの要件として、翌３⽉末(年度末）までの⼀時的なものとしていること 

 

弾力措置の考え方 

１．「入所保留通知書」は、有効期限があります。「弾力措置児童」となるためには、有 

  効期限内の「入所保留通知」が必要です。 

２．「弾力措置児童」がその後、認可保育所の入所決定を受けた後であっても、当該年度 

  内は「弾力措置児童」としての受入れが可能です。 

３．新年度（４月）においては、他の児童の退園に伴い、「弾力措置児童」を含めて地域 

  枠児童が５０％以内に収まった場合は、当該児童は「地域枠」での利用となります 

  が、引き続き上記要件に合致する場合「弾力措置児童」としての受入れが可能です。 

※通知「地域枠・従業員枠の弾力措置について 」もご参照ください。 
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【例：一般事業主型・定員６人の施設のケース】 

例）一般事業主型…自社従業員枠１割の設定（１名）が必要 

  在籍児童   ６名（地域枠児童：３名、共同利用契約児童：２名） 

  この場合、「弾力措置を行う際の要件」である地域枠児童が定員の５０％を超えています 

  が、自社従業員枠を定員の1割以上確保する条件がありますので、「自社従業員枠」の1名 

  分を「弾力措置」として預かることはできません。 

４．「弾力措置」の実施は、従業員枠の利用がある施設に限り実施することが可能です 

  が、結果的に「地域枠児童（弾力措置児童を含む）」となる場合があります。 

 

 【例：一般事業主型・定員６人の施設のケース】 

  下図のように、定員の５０％である「３人」まで地域枠を設定している施設において 

  「弾力措置」として１名の地域枠児童を預かりました。１名の従業員枠児童が退園を 

  しました。以前は従業員枠児童の利用があるまでの間は、新規の弾力措置は行えませ 

  んでしたが、令和３年度より、基準を満たす従業員枠を確保することを条件に、その 

  他の空き枠で弾力措置を行うことが可能になりました。 

弾⼒措置 

 

 

 

地域枠 従業員枠 

弾⼒措置 

 

 

 

地域枠 

 

退園 

(従業員枠) 

弾⼒措置 

が可能 

空き枠 

基準を満たす従業員枠を確保することで残りの枠で弾⼒措置児童の利⽤が可能 

 

 

弾⼒措置 

 

 

 

地域枠 

 

弾⼒措置 

不可 

 

⾃社従業員枠 
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以下のケースなどは認められません 

例）⼀般事業主型（⾃社従業員枠１割の設定が必要） 

  定員   ２０名 

  在籍児童 １５名（共同利⽤契約児童のみ） 

質問 空き部分の２名は「⾃社従業員枠」となりますが、「⾃社従業員枠」以外の空 

   き部分3名分を「弾⼒措置」として、⼊所保留通知を持つ地域枠児童を受け⼊ 

   れることは可能ですか。 

回答 できません。地域枠の児童が５０％を超えていないので、弾⼒措 

   置を⾏う際の要件を満たしていません。 

 

弾力措置児童と地域枠児童の入れ替え 

通知「地域枠・従業員枠の弾力措置について 」にありますとおり、定員の５０％の範囲 

内の「地域枠」として利用している児童を途中から「弾力措置」児童として預かることは 

できません。一方、「弾力措置」児童を、その後に「地域枠」児童が退所したことによ 

り、一旦、地域枠５０％の範囲内に収まったとしても、当該年度末までは「弾力措置」児 

童として預かることは可能です。  

以下のケースは認められません 

４⽉に⼊園したＡ君は、⼊所保留通知を持っていましたが、地域枠に１枠空きがあった

ので、「地域枠」として⼊園しました。５⽉に⼊園したＢ君は、⼊所保留通知を持って

いません。そこで、Ａ君を弾⼒措置、Ｂ君を地域枠として預かることにしました。 

 

地域枠の児童が定員の５０％を超えない場合 
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地域枠の上限は「定員枠の５０％」の「１０名」になります。この「１０名」はＡ君・Ｂさんのような

「⼈数」ではなく、「１０名分の定員枠」として考えます。 

 

 

 

 

このように、例外的に「定員」より「在籍児童」が多くなるケースがあります。例えば、Ａ君は午前中、

Ｂさんは午後、という利⽤の場合、１⼈分の定員枠を２⼈で使⽤している場合、または、例えばＡ君は⽉

曜⽇・⽕曜⽇、Ｂさんは⽔曜⽇・⽊曜⽇、Ｃ君は⾦曜⽇・⼟曜⽇、のように「定型的な利⽤のない児童」

が⼊れ替わり利⽤している場合がこれにあたります。 

この施設では、１０名分の「地域枠」を設定しており、その枠が埋まらないように「定型的な利⽤のない

児童」等が⼊れ替わり利⽤している場合には、地域枠は「５０％以内」である、となります。この場合、

地域枠児童が⼀時的にでも（どの瞬間においても）「１０名」を超えていなければ、「預かりの基準」と

しては問題ありません。 

例２）定員   ︓２０名（＝地域枠の上限︓１０名） 

   在籍児童 ︓２９名※（地域枠︓２０名、従業員枠︓９名） 

 

「地域枠の５０％」の考え方 

例１）定員   ︓２０名（＝地域枠の上限︓１０名） 

   在籍児童 ︓１４名（地域枠︓１０名、弾⼒措置︓２名、従業員枠︓２名） 

「弾力措置を行う際の要件」には、「地域枠の児童が、定員枠の５０％を超えているこ 

と」と記載されています。 

「定員枠の５０％」は以下のように考えてください。 
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月途中の「従業員枠」「地域枠」の変更 

例１）⽉途中に保護者の勤める会社と保育施設が共同利⽤契約を締結した 

例２）⽉途中に保護者が共同利⽤契約を⾏った会社を退職した 

例３）⽉途中に保護者が⾃社に⼊社した 

月次報告の申請は「月単位」で行います。そのため、上記のような「月途中での区分 

変更」がなされた場合は、原則としては「より日数の長い区分」でご報告いただくこ 

とになります（事業者にてご判断の上、ご申請ください）。 

 

複数社に勤務する場合の「従業員枠」「地域枠」の考え方 

「従業員枠」「地域枠」は、児童ごとに設定されるものです。そのため、１人の児童 

に対して「従業員枠」と「地域枠」共に設定することは出来ません。 

そのため、以下のように複数社に勤務する場合は、勤務時間・勤務日数の多寡にかか 

わらず、「従業員枠」として預かることが可能です。なお、このようなケースの場合 

は、複数社の「就労証明書」が必要になります。 

地域枠➡従業員枠 

地域枠➡従業員枠 

従業員枠➡地域枠 

【例】 

Ｘ社は企業主導型保育施設との共同利⽤契約を締結し

ています。⼀⽅、Ｙ社は共同利⽤契約の締結を⾏って

いません。 
 

ＡさんとＢさんは、Ｘ社とＹ社で、それぞれ以下の 

ように働いています。 

 

この場合、ＡさんもＢさんも「従業員枠」として預けることが可能です。 

⽉曜 ⽕曜 ⽔曜 ⽊曜 ⾦曜 ⼟曜 ⽇曜 

Ｘ社 Ｙ社 Ｙ社 Ｙ社 Ｙ社 ― ― 

 

Ａさん 

Ｂさん Ｘ社 Ｘ社 Ｘ社 Ｙ社 Ｙ社 Ｙ社 ― 

Ｘ社 

Ｙ社 
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留意事項の改正について 

 

令和３年度の変更点（予定） 

（２０２１年４月改正予定版） 

「令和３年度 助成申請、運営にあたっての留意事項」より 

令和３年度の「助成申請、運営にあたっての留意事項」は、このお知らせの内容に 

沿って、以下のように改正を行います。修正箇所を赤字で示しますので、令和３年度 

の運営時には、以下の内容に沿った運営をお願いします。 

（回答） 

２名分が対象となります。施設の定員である２０名を超えた範囲における利用児童が対象とな 

ります。ご指摘の事例では、２１名以上の利用があった月が対象となります。 

※助成金算定の対象期間は申請年度の４月以降分となります。 

〔11〕①平成２８年３月以前から事業を行っている２０人定員の既存施設が定員を５名増やして実施 

する場合、月初日の在籍児童が２２名だった時、２２－２０＝２名分のみが助成対象という事です 

か。それとも、平成２８年３月以前からの保育利用者が１０名の状況で、２０名から５名定員を増員 

した場合、現在利用している１０名のうち、５名が助成対象ですか。  

（回答） 

平成２８年４月以降に定員増を行った場合については、１名でも定員増として対象となりま 

す。なお、この場合、基本分単価の定員区分は“１３人～１９人”を適用し、１６人目の預か 

りが発生した月においては“１３人～１９人”の基本分単価を基に助成することになります。 

また、定員増の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満た 

すことが前提となります。 

※助成金算定の対象期間は申請年度の４月以降分となります。 

〔12〕平成２８年３月以前から事業を行っている既存の事業所内保育施設が定員を１５名定員から 

１６名定員に増員する場合（１名増）でも可能でしょうか。その際は増やした部分のみが助成対象に 

なりますか     
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（回答） 

ご質問の事例の場合、地域枠の設定は１０名のうち５０％以内の５人が上限となります。一方 

 で、助成対象としては共同利用の従業員枠も対象です。なお、「企業主導型保育事業助成要領」 

 第１の１の（２）の「定員増」を行った場合、地域枠の設定は、増加した定員部分の５０％以内 

 となります。 

〔14〕既存の事業所内保育施設の「空き定員」分を活用して他の一般事業主従業員の子供や地域の子 

供を受け入れた場合で、例えば、定員１４名で自社従業員の子供４名を預かっている場合、この１０ 

名分全てを地域の子供に解放する場合は、その部分だけ運営費の補助対象となるのでしょうか。 

また、類型（２）の定員増の場合の考え方はどうでしょうか。 

（回答） 

空き定員は、平成２８年３月以前において自社の従業員の児童のみを対象に保育を行っていた 

事業所内保育施設が、平成２８年４月以降に新たに他の一般事業主と契約を締結し、空き定員 

を活用できるようにした場合に助成対象としています。なお、空き定員であっても地域枠を設 

定することはできますが、地域枠の定員は空き定員の５０％以内にする必要があるため、自社 

従業員の利用状況により基準を満たさなくなることがありますのでご注意ください。また、空 

き定員の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たす必要 

があります。 

※助成金算定の対象期間は申請年度の４月以降分となります。 

〔13〕事業所内保育施設の定員に余裕がある場合の空き定員の助成対象について教えてください。 

（回答） 

利用定員を超えて受け入れを行うことはできません。保育需要の増加により受け入れの拡大を 

行う場合には事前に定員変更の申請手続きを行ってください。なお、定型的な利用のない児童 

の利用により、在籍児童数が定員を上回ることは考えられますが、その場合にも時間帯毎の利 

用児童が定員を上回ることの無いようにしてください。   

〔68〕利用定員を超えて受け入れを行うことはできますか。    
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（回答・変更無し） 

従業員枠は、「自社従業員」と「共同利用枠」に区分して定員数を設定いただくこととなりま 

す。なお、令和２年度より一般事業主が事業を実施する場合、定員の１割（小数点以下切り上 

げ）以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。  

〔72〕従業員枠の設定の考え方について教えてください。  

（回答） 

全ての保護者（監護者）について保育が必要であることを確認する必要があります。その場 

合、保護者のいずれか１人は事業実施者に雇用され、かつ、事業実施者に雇用されていない保 

護者については就労、妊娠中・出産後間もない等について事業実施者の確認又はその他の事由 

による市町村の保育認定が必要となります。事業実施者に雇用されていない保護者の保育認定 

については有効期限の確認を、就労証明については毎年4月に就労証明を取るなど定期的な就労 

の確認が必要です。   

 

※監護者：当該児童に対し親権の一部である「監護権」を有する者。主に保護者が該当する。 

〔73〕従業員枠の利用児童の確認について教えてください。  

（回答） 

従業員枠は、「自社従業員枠」と「共同利用枠」に区分して定員数を設定いただくこととなり 

ます。なお、令和２年度より一般事業主が事業を実施する場合、定員の１割（小数点以下切り 

上げ）以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。  

〔74〕従業員枠の設定の考え方について教えてください。  

（回答） 

基準違反とはなりませんが、企業主導型保育事業の趣旨に照らして望ましい状態とは言えませ 

ん。自社の従業員の利用が少ない場合には、他の一般事業主と共同利用契約を結ぶなど従業員 

枠の有効活用についてご検討の程お願いいたします。  

〔75〕地域枠の児童は利用定員の５０％以内ですが、従業員枠の利用児童が地域枠の利用児童に比べ

て少ない状態です。基準違反となりますか。  
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助成⾦を受給するにあたって 

 

不正受給防止のための留意事項 

◆提出書類について 

 

企業主導型保育事業において、助成決定を行うために協会は「審査」「監査（立入調査・

特別立入調査等）」を実施することで運営状況の確認を行っています。助成の申し込み手

続きについては、「企業主導型保育事業助成要領」において、 

と規定しています。 

 

提出された書類により審査を行いますが、原則として、一度提出された書類について、申

請者の都合などによる差し替えや訂正を行うことはできませんので、慎重に確認した上で

ご提出ください。申請の内容によっては、審査に時間がかかることがあります。あらかじ

めご了承ください。 

 

申請書や添付書類の内容に疑義がある場合や、審査にご協力いただけない場合は、助成が

行えません。また、必要に応じ、追加的に書類を求めることや、書類の修正を求めること

があります。 

 

なお、各種書類は、「原本又は原本を複写機等の機材を用いて複写したもの（原本等）」

である必要がありますが、審査・監査等の結果、原本等ではない書類が提出されているこ

とが明らかとなった場合、助成金の返還や助成決定取消処分となる場合がありますので、

十分にご注意ください。 

 

◆書類の保管について 

 

「企業主導型保育事業助成要領」において、 

と規定しています。 

協会は、「３．」の申込書類を受理したときは、その内容を審査の上、必要に応じて調査

（実地調査を含む。以下同じ。）を行い、助成の可否を決定するものとする。また、継続し

て企業主導型保育事業が実施される場合には、定期的かつ計画的に調査等を行うことによ

り、施設の適正な運営等を確認することとする。  

助成決定事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出

について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了（事業の中止又は廃止

の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておか

なければならない。また、処分制限期間を経過するまでは、次に掲げる書類を保管しておか

なければならないものとする。 

①事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及びその証拠書類 

②助成決定通知書 

③助成額確定通知書 

④事業完了報告書類一式（控え） 
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協会又は協会の委託を受けた代理者は、必要と認めるときは、助成決定事業者の施設の設備

又は運営について調査ができるとともに、調査の結果、必要があると認められる場合には、

助成決定事業者に対し、助言及び指導を行うことができる。  

 

協会は、この助成事業に関し必要があると認めるときは、助成決定事業者に対し報告を求

め、又は調査することができるものとする。 

 

協会は、助成の申込及び助成決定の状況等について、適宜、地方自治体に情報提供を行うも

のとする。  

協会は、助成決定事業者が助成申込等において不正の事実が判明した場合、実施要綱及び助

成要領等の定めに違反し、指導・勧告を受けても改善がみられない場合、７に定める報告書

類を提出しない場合等であって必要があると認めるときは、助成決定の取消しを行うものと

する。その場合には、既に支給した助成金（整備費を含む。）の全部又は一部の返還を求め

るものとする。  

助成決定の取消しを行った場合には、取消年月日、設置場所、保育施設名、設置者、運営開始年 

月、取消対象及び取消事由を公表するものとする。 

「企業主導型保育事業」の助成金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第

２条第４項に定める「間接補助金等」に該当します。同法 ２９条には「偽りその他不正の手

段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以

下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」の記載がある通り、助成

金の不正受給は処罰の対象となっています。 

協会及び自治体に提出した助成申請書、添付書類の写しなどは、事業完了（事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保存

しておく必要があります。書類の保管が無いことにより助成実績の確認が取れない場合

は、助成金の返還となる可能性があります（助成金が受給された後であっても、会計検査

院の検査等の対象になり、書類の確認が必要になる場合があります）。 

 

◆調査の実施ついて 

 

「企業主導型保育事業助成要領」において、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と規定しています。 

 

助成金の支給にあたり、保育施設及び法人への立入調査等にご協力いただく場合がありま

す。また、立入調査等において、各種書類の確認等を求める場合があります。なお、立入

調査等につきましては、予告なく実施する場合がありますが、調査にご協力いただけない

場合、助成決定取消処分となる場合がありますのでご注意ください。 

 

◆助成決定の取消しについて 

 

「企業主導型保育事業助成要領」において、 

 

 

 

 

 

 

と規定しています。 

助成決定後に不正受給が発覚した場合、助成金を返還していただきます。また、 

 

 

 

 

の記載もございます。不正受給を理由に助成決定を取り消された場合、事業主名等を公表

することについて同意していない場合、助成金を支給できません。 


